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【 公 表 番 号 】 特 表 2 0 1 9 - 5 3 3 9 4 2 ( P 2 0 1 9 - 5 3 3 9 4 2 A )
【 公 表 日 】 令 和 1 年 1 1 月 2 1 日 ( 2 0 1 9 . 1 1 . 2 1 )
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 1 9 - 5 2 0 8 1 5 ( P 2 0 1 9 - 5 2 0 8 1 5 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｈ ０ ４ Ｗ 7 2 / 1 0 ( 2 0 0 9 . 0 1 )
   Ｈ ０ ４ Ｗ 1 6 / 1 4 ( 2 0 0 9 . 0 1 )
   Ｈ ０ ４ Ｗ 7 4 / 0 8 ( 2 0 0 9 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 2 / 1 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 1 6 / 1 4 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ４ Ｗ 7 4 / 0 8 　 　 　 　 　 　 　
　
【 誤 訳 訂 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 4 月 1 3 日 ( 2 0 2 2 . 4 . 1 3 )
【 誤 訳 訂 正 １ 】
【 訂 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 訂 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 訂 正 方 法 】 変 更
【 訂 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
説 明 す る 技 法 は 、 共 有 ス ペ ク ト ル 内 の ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 者 の グ ル ー プ に 対 す る 部 分 的 に 同  
期 さ れ た ア ク セ ス を 可 能 に す る た め の ワ イ ヤ レ ス 通 信 シ ス テ ム の リ ソ ー ス の 割 当 を 実 現 す  
る 。 リ ソ ー ス の 割 当 は 、 各 チ ャ ネ ル の 使 用 に 対 す る 優 先 度 を 各 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 者 に 割 り  
当 て る ス テ ッ プ を 含 み 得 る 。 た と え ば 、 チ ャ ネ ル の 独 占 的 使 用 の た め の 最 高 優 先 度 、 チ ャ  
ネ ル の 日 和 見 的 使 用 の た め の よ り 低 い 優 先 度 な ど 、 チ ャ ネ ル の セ ッ ト に 対 す る 優 先 度 が ネ  
ッ ト ワ ー ク 事 業 者 に 割 り 当 て ら れ て よ く 、 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 者 は 、 1 つ ま た は 複 数 の 他 の  
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 者 の 1 つ ま た は 複 数 の 他 の 優 先 度 に 対 す る そ の ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 者 の 優  
先 度 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 特 定 の チ ャ ネ ル を 使 用 す る こ と を 判 定 し 得 る 。 各 ネ  
ッ ト ワ ー ク 事 業 者 に 対 し て こ の よ う に 優 先 度 を 割 り 振 る こ と に よ っ て 、 複 数 の ネ ッ ト ワ ー  
ク 事 業 者 は 、 干 渉 、 お よ び 、 シ グ ナ リ ン グ の オ ー バ ヘ ッ ド を 低 減 さ せ る と 同 時 に 、 共 有 ス  
ペ ク ト ル を 介 し て 効 率 的 に 通 信 す る こ と が で き る 。
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